
〈研
究
ノ
ー
ト
〉

神

奈

川

県

立

は
じ
め

に

近
年
、
自
殺
や
う
つ
病
が
頻
繁
に
社
会
問
題
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
」
や

「
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
」
と
い
っ
た
言
葉
が
飛
び
交
う
よ

う
に
精
神
の
病
は
深
刻
な
問
題
で
あ
る
。
も
し
、
そ
の
病
が
ひ
ど
い
時
に
お
世

話
に
な
る
の
が
精
神
科
病
院
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
は
、
昭
和
の
初
め
に
開
設

さ
れ
、
現
在
も
続
く
あ
る
神
奈
川
県
立
の
精
神
科
病
院
開
設
に
焦
点
を
当
て
、

内
務
省
、
神
奈
川
県
、
地
域
住
民
の
動
向
や
思
惑
を
探
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

研
究
に
当
た
っ
て
は
、
数
々
の
病
院
史

・
記
念
誌
で
全
く
使
わ
れ
て
い
な
い
歴

史
的
公
文
書
で
あ
る
神
奈
川
県
立
公
文
書
館
蔵

『芹
香
院
新
増
築
関
係
書
」
（１
）

を
基
本
史
料
と
す
る
。

一　

芹
香
院
開
設
の
経
緯

大
正
八
年
、
精
神
病
院
法
に
よ
り
精
神
疾
患
者
に
対
し
て
従
来
の
私
宅
監
置

か
ら
病
院
に
お
け
る
治
療
に
改
善
す
る
意
図
で
道
府
県
立
精
神
病
院
の
開
設
が

定
め
ら
れ
た
。
当
然
、
神
奈
川
県
も
開
設
を
迫
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
左

の
史
料
で
あ
る
（２
）。

内
務
省
神
衛
第

一
一
三
号

神
奈
川
県

大
正
八
年
法
律
第
二
五
号
精
神
病
院
法
第

一
条
二
依
り
其
ノ
県
二
対
シ
大

正

一
六
年
三
月
三

一
日
迄
二
精
神
病
院
ヲ
設
置
ス
ル
コ
ト
ヲ
命
ス

大
正

一
五
年
九
月
八
日内

務
大
臣
　
濱
口
雄
幸

精
神
病
院
法
の
施
行
か
ら
七
年
後
の
命
令
書
で
あ
る
が
、
施
行
後
す
ぐ
に
は

惣
　
田

　

充

全
国
的
に
も
病
院
建
設
が
進
ま
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
先
行
研
究
に
よ
る
と

「精
神
病
院
法
に
よ
る
府
県
立
精
神
病
院
と
し
て
、
初
め
て
設
立
さ
れ
た
の
は

大
正

一
三
年
の
鹿
児
島
保
養
院
、
次
が
昭
和
元
年
の
大
阪
府
立
中
宮
病
院
、
そ

し
て
そ
の
次
が
芹
香
院
」
（３
）
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
正

一
五
年
時
点
で
は

一

つ
し
か
開
設
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
「
（
一
）
国
。

地
方
の
財
源
が
な
い
こ
と
、
（二
）
結
核

・療

・
コ
レ
ラ
。
天
然
痘

・花
柳
病
等
、

伝
染
病
に
か
な
り
出
費
が
か
さ
ん
で
い
る
こ
と
、
（三
）
精
神
科
の
専
門
医
が

少
な
い
こ
と
」
を
挙
げ
て
い
る
。
と
も
か
く
、
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
病
院
開

設
に
対
し
、
濱
国
内
務
大
臣
が
年
度
内
と
い
う
期
限
付
き
で
神
奈
川
県
に
そ
の

開
設
を
迫

っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
日
付
け
で
、
同
省
衛
生
局
よ
り
左
の
通

知
が
あ
る
（４
）。

内
務
省
神
衛
第

一
一
三
号

大
正

一
五
年
九
月
八
日内

務
省
衛
生
局

神
奈
川
県
知
事
殿

県
立
精
神
病
院
設
置
二
関
ス
ル
件

依
命
通
牒

標
記
ノ
件

二
関
シ
本
日
別
紙
ノ
通
指
令
相
成
り
候
処
国
庫

ハ
大
正

一
五
年

度
二
於
テ
右
建
設
費

一
四
万
円
二
対
シ
七
万
円
を
補
助
ス
ヘ
キ
見
込
二
有

之
候
条
別
紙
県
立
精
神
病
院
建
設
要
項

二
依
り
計
画
ヲ
立
テ
位
置
設
計
及

其
ノ
収
容
人
員

二
付
認
可
申
請
相
成
度
尚
右
精
神
病
院
ノ
事
業
実
施
二
当

リ
テ
ハ
大
正
八
年
衛
発
第

一
七
九
号
精
神
病
院
法
施
行
二
関
ス
ル
通
牒
参

照
可
然
御
取
計
相
成
度

右
の
史
料
よ
り

「
（病
院
）
建
設
費

一
四
万
円

二
対
シ
七
万
円
を
補
助
ス
ヘ
キ

見
込
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
半
額
程
度
の
補
助
を
見
込
ん
で
建
設
せ
よ
と
あ
る
。

芹見

香号

院兇

の

開

設
′“
▼‐

関

す

る

考

察
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し
か
し
、
実
際
に
は
こ
れ
を
は
る
か
に
上
回
る
額
で
当
時
の
堀
切
善
次
郎
知
事

は
即
座
に
同
年
同
月
の
第
二
回
臨
時
県
会
に
か
け
て
い
る
。
「神
奈
川
県
議
会

史
』
（５
）
に
よ
る
と

「衛
生
及
病
院
費
中
精
神
病
院
建
築
費
」
と
し
て
二
八
万

円
を
計
上
し
、
そ
の
内
訳
は
大
正

一
五
年
度
支
出
額
に
二

一
万
円
、
大
正

一
六

年
度
支
出
額
に
七
万
円
を
支
出
す
る
と
し
て
い
る
。
審
議
の
概
要
は
、
「安
藤

地
方
事
務
官
か
ら
本
案
は
分
担
区
分
中
の
衛
生
及
び
病
院
費
の
更
生
で
あ
つ
て

従
来
衛
生
お
よ
び
病
院
費
は
総
て
連
帯
の
議
決
事
件
で
費
用
は
市
郡
の
分
担
に

な
つ
て
い
た
が
、
精
神
病
院
法
に
よ
つ
て
本
県
に
精
神
病
院
の
設
置
を
命
じ
ら

れ
た
の
で
従
来
救
育
費
と
し
て
各
部
の
負
担
に
な
っ
て
精
神
病
者
の
監
護
費
も

各
部
で
負
担
し
て
い
た
関
係
で
、
精
神
病
院
に
関
係
す
る
費
用
は
市
部
費
で
設

け
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
分
担
区
分
の
改
正
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
と

説
明
し
た
の
ち
、
原
案
ど
お
り
可
決
し
た
。
」
と
あ
り
、
同
月
二
二
日
に
議
決

し
て
い
る
。
大
幅
な
増
額
の
理
由
は
史
料
に
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
述
べ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は

「救
育
費
」
か
ら

「衛

生
及
び
病
院
費
」

へ
と
い
っ
た
費
目
の
変
更
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
精
神
疾
患
が

「医
療
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。

二
　
病
院
開
設
に
あ
た
っ
て

―
法
解
釈
と
そ
の
運
用
―

県
会
の
議
決
を
受
け
て
、
病
院
建
設
を
正
式
に
進
め
る
こ
と
に
な

っ
た
の
だ

が
、
進
め
る
に
あ
た

っ
て
当
時
の
内
務
省
及
び
神
奈
川
県
が
如
何
様
に
精
神
病

院
法
を
解
釈
し
、
病
院
開
設
に
向
け
て
運
用
し
て
い
た

っ
た
の
か
、
前
出

「内

務
省
神
衛
第

一
一
三
号
」
の
参
照
と
し
て
添
付
さ
れ
て
い
た
左
の
史
料
よ
り
見

て
み
た
い
（６
）ｏ

大
正
八
年
八
月
内
務
省
衛
発
第

一
七
九
号
通
牒

精
神
病
院
法
施
行
二
関
シ
注
意
事
ノ
件

精
神
病
院
法
制
定
ノ
趣
旨

ハ
別
冊
精
神
病
院
法
制
定
理
由
二
記
述
ス
ル
通

り
精
神
病
者
ノ
悪
惨
ナ
ル
実
情

二
鑑
ミ
公
共
団
体
ノ
施
設
二
依
リ
テ
患
者

ノ
保
護
治
療
ヲ
施
ス
ト
共
二
公
安
ノ
保
持

二
任
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
義

二
付

宜
ク
其
ノ
意
ノ
在
ル
所
ヲ
諒
シ
遺
憾
ナ
キ
ヲ
期
セ
ラ
レ
候
尚
今
般
同
法
ノ

一
部
施
行
相
成
候
二
付
テ
ハ
之
力
実
施

二
当
り
特

二
左
記
ノ
事
項
御
留
意

相
成
候
依
令
此
段
及
通
牒
候
也

左
　
記

一
、
精
神
病
者
ノ
入
院
及
退
院
ハ
自
由
並
公
安
ノ
保
持

二
至
大
ノ
関
係
ア

ル
ヲ
以
テ
周
囲
ノ
注
意
ヲ
払
ヒ
若
シ
其
ノ
入
退
院

二
付
医
師
ノ
診
断
意

見

一
致
セ
サ
ル
カ
如
キ
場
合
二
於
テ
ハ
更

二
専
門
医
ノ
診
断
ヲ
待
ツ
等

慎
重
且
ツ
迅
速
二
処
理
ス
ヘ
キ
コ
ト

ニ
、
患
者
ヲ
入
院
セ
シ
ム
ル
ニ
付
テ
ハ
病
状
ノ
軽
重
疾
病
の
性
質
扶
養
関

係
ノ
実
否
其
ノ
他
各
種
ノ
状
況
ヲ
参
酌
シ
テ
保
護
治
療
ノ
急
ヲ
要
ス
ル

モ
ノ
ョ
リ
之
ヲ
選
定
ス
ル
様
留
意
ス
ル
コ
ト

三
、
精
神
病
院
法
第
二
条
第
三
項
ノ
規
定
二
依
ル
診
断
二
従
事
セ
シ
ム
可

キ
医
師
ハ
左
ノ
資
格
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ノ
中
ョ
リ
指
定
ス
ル
コ
ト

（イ
）
警
察
医
其
他
道
府
県
ノ
職
員
ニ
シ
テ
精
神
病

二
関
ス
ル
学
識
経

験
ア
ル
モ
ノ

（
口
）
代
用
精
神
病
院
ノ
長
及
医
員

（
ハ
）
其
他
精
神
病

二
関
ス
ル
学
識
経
験
ア
ル
モ
ノ

四
、
同
法
第
四
条
ノ
規
定
二
基
キ
精
神
病
院
ノ
長
ノ
入
院
者

二
対
シ
テ
行

フ
ヘ
キ
監
護
上
必
要
ナ
ル
処
置
ハ
医
療
ノ
範
囲
ヲ
超

へ
患
者
ノ
身
体

ニ

拘
束
ヲ
加
フ
ル
方
法
ナ
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
施
行
ス
ル
ニ
付
テ
ハ
左
ノ
諸
点

二
留
意
ス
ル
コ
ト

（イ
）
放
火
、
逃
走
、
煽
動
其
他
公
安
二
危
害
を
生
ス
ル
虞
レ
ア
ル
患

者

二
限
ル
コ
ト

（
口
）
社
会
又
ハ
患
者

二
対
シ
不
快
ナ
ル
印
象
ヲ
与
フ
ベ
キ
用
語
例

ヘ

バ
監
置
又
ハ
監
置
室
若
ク
ハ
躁
狂
室
等
ノ
用
語
ハ
之
ヲ
避
ク
ル

コ
ト

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

・

　

・

（
ハ
）
監
護
ノ
間
ノ
患
者
ヲ
七
日
以
上
保
護
室

（従
来
ノ
狂
躁
室
）

ニ

入
室
セ
シ
ム
ル
ニ
ハ
地
方
長
官
の
許
可
ヲ
受
ケ
シ
ム
ル
コ
ト

（
二
）
保
護
室
ノ
入
退
室

ハ
総
テ
速

二
地
方
長
官

二
報
告
セ
シ
メ
常
ニ

其
状
態
ヲ
明
瞭
ナ
ラ
シ
ム
ル
コ
ト

（ホ
）
患
者

二
対
シ
強
制
具
又
ハ
縄
紐
ノ
類
ハ
制
止
ヲ
得
サ
ル
場
合
ノ
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外
其
使
用
ヲ
避
ク
ル
コ
ト

五
、
看
護
人
ノ
良
否

ハ
精
神
病
者
ノ
取
扱
上
最
モ
重
要
ノ
関
係
ヲ
有
シ
従

来
精
神
病
院

二
関
ス
ル
批
難
ハ
看
護
人
ノ
患
者
取
扱
二
関
連
ス
ル
モ
ノ

多
キ
ノ
実
情
ナ
ル
ニ
依
り
代
用
精
神
病
院
ノ
経
営

二
付
テ
ハ
常
二
看
護

人
ノ
品
性
及
技
術
ノ
養
成
向
上
二
留
意
シ
殊
二
保
護
室
ノ
看
護
二
従
事

セ
シ
ム
ベ
キ
看
護
人
二
付
テ
ハ
一
層
ノ
注
意
ヲ
払
フ
コ
ト

六
、
精
神
病
院
法
制
定
ノ
理
由
ハ
可
憐
ナ
ル
精
神
病
者
二
対
シ
保
護
治
療

ヲ
行
フ
コ
ト
ラ
主
タ
ル
ロ
的
ト
ス
ル
義

ニ
ツ
キ
道
府
県
二
於
テ
ハ
宜
ク

此
趣
旨

二
則
り
可
成
無
料
ト
シ
之
ヲ
徴
収
ス
ル
場
合
二
於
テ
モ
其
取
扱

ヲ
寛
大

ニ
シ
苛
酷
二
亘
ラ
サ
ル
様
留
意
ス
ル
コ
ト

七
、
代
用
精
神
病
院
患
者
入
退
院
ノ
決
定
入
院
費
ノ
徴
収
其
他
諸
般
ノ
法

律
関
係
ハ
代
用
ノ
範
囲
二
於
テ
ハ
地
方
長
官
二
於
テ
之
ヲ
行
フ
ヘ
キ
モ

ノ
ナ
ル
ヲ
以
テ
其
経
費
モ
府
県
ノ
負
担
ナ
ル
コ
ト
但
シ
経
理
ノ
方
法
ト

シ
テ
代
用
セ
シ
メ
タ
ル
精
神
病
院
ノ
経
営
者
卜
協
議
シ
患
者

一
人
当
リ

ノ
経
費
ヲ
定
メ
之
ヲ
交
付
ス
ル
カ
如
キ
ハ
素
ョ
リ
差
支
ナ
キ
コ
ト

八
、
大
正
八
年
内
務
省
令
第
七
号
第
七
条
ノ
規
定
二
基
キ
東
京
府
知
事
及

警
視
総
監

二
於
テ
行
フ
ヘ
キ
職
務
ノ
執
行
方
法
二
付
テ
ハ
処
理
規
定
ヲ

定
メ
テ
内
務
大
臣
ノ
承
認
ヲ
受
ク
ヘ
キ
コ
ト
之
ヲ
変
更
セ
ム
ト
ス
ル
ト

キ
亦
同
シ

右
の
史
料
よ
り
、
精
神
病
院
法
の
趣
旨
を

「精
神
病
者
ノ
悪
惨
ナ
ル
実
情
二
鑑

ミ
公
共
団
体
ノ
施
設
二
依
リ
テ
患
者
ノ
保
護
治
療
ヲ
施
ス
ト
共
二
公
安
ノ
保
持

二
任
セ
シ
メ
ン
ト
ス
ル
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、患
者
を
入
院
さ
せ
て
「治
療
」

す
る
こ
と
で
公
安
が
保
た
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
先
の
予
算
の
費
目

の
み
な
ら
ず
精
神
疾
患
の
患
者
を
医
療
の
対
象
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
続
く
第

一
条
で
は

「精
神
病
者
ノ
入
院
及
退
院
ハ
自
由
並
公
安
ノ

保
持
二
至
大
ノ
関
係
ア
ル
ヲ
以
テ
周
囲
ノ
注
意
ヲ
払
ヒ
」
と
あ
る
よ
う
に
患
者

の
入
退
院
は
公
安
を
左
右
す
る
も
の
と
し
て
そ
の
取
扱
に
は

「慎
重
且
ツ
迅
速

二
処
理
」
す
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
第
四
条
で
は
患
者
の
隔
離
・

拘
束
に
つ
い
て
述
べ
て
お
り
、
（イ
）
「放
火
、
逃
走
、
煽
動
其
他
公
安
二
危
害

を
生
ス
ル
虞
レ
ア
ル
患
者

二
限
」
っ
て
「医
療
ノ
範
囲
ヲ
超

へ
」
て
拘
束
を
認
め
、

（
口
）
「患
者
ヲ
七
日
以
上
保
護
室
」
に
隔
離
す
る
と
き
は

「地
方
長
官
の
許
可

ヲ
受
ケ
」
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
患
者
は

「医
療
」
の
対
象
な
の
で
用

語
や
扱
い
に
つ
い
て
注
意
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
第

五
条
で
は
患
者
に
接
す
る
看
護
人
の
質
の
向
上
を
求
め
て
い
る
。
続
く
第
六
条

で
は
精
神
病
院
法
制
定
の
趣
旨
を

「
可
憐
ナ
ル
精
神
病
者
二
対
シ
保
護
治
療
ヲ

行
フ
コ
ト
ヲ
主
タ
ル
ロ
的
卜
」
し
て
い
る
た
め
、
費
用
に
関
し
て
あ
ま
り
高
額

と
な
ら
な
い
よ
う
配
慮
を
求
め
て
い
る
。
以
上
よ
り
、
精
神
疾
患
の
患
者
を
医

療
の
対
象
と
位
置
づ
け
た

マヽ
え
で
、
公
安
と
福
祉
を
織
り
交
ぜ
た
法
解
釈
と
そ

の
運
用
を
基
本
姿
勢
と
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

三
　
病
院
開
設
に
あ
た
っ
て
　
―
地
域
住
民
の
動
き
―

「公
安
ノ
保
持
二
至
大
ノ
関
係
ア
ル
」
と
さ
れ
、
あ
る
意
味
危
険
人
物
と
見

な
さ
れ
て
い
た
精
神
疾
患
の
患
者
を
受
け
入
れ
る
病
院
の
開
設
に
当
た

っ
て

は
困
難
が
予
想
さ
れ
そ
う
で
あ
る
。
開
設
地
の
地
域
住
民
に
は
如
何
な
る
反

応
が
見
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
左
の
史
料
か
ら
は
意
外
な
反
応
が
読
み
取

れ
る

（７
）ｏ

永
発
第
五
七
号

精
神
病
院
設
置
ノ
儀
二
付
請
願

本
県
二
於
テ
ハ
昭
和
元
年
度
同
二
年
度
二
於
テ
精
神
病
院
建
設
ノ
儀
ヲ
決

シ
其
位
置
二
付
テ
ロ
下
比
較
御
研
究
中
ナ
リ
ト
仄
聞
ス
然
ル
ニ
暴

二
本
村

ョ
リ
御
調
査
ヲ
懇
願
致
置
候
候
補
地
ハ
交
通
至
便
地
勢
極
メ
テ
閑
静

ニ
シ

テ
此
種
病
院
ニ
ハ
最
モ
適
当
ノ
位
置
卜
存
セ
ラ
レ
候
間
何
卒
右
地

二
御
決

定
相
成
度

又
御
決
定
ノ
上
ハ
其
通
路
築
造
及
敷
地
々
均
工
事

ハ
競
争
入
札
二
依
ラ
ズ

シ
テ
県
ノ
予
算
ヲ
以
テ
本
村
二
請
負
ハ
シ
メ
ラ
レ
度
本
村
ハ
春
季
農
閑
期

二
於
ケ
ル
村
民
生
業
ノ

一
助
卜
致
度
若
シ
県
ノ
エ
事
費
予
算
ガ
設
計

二
対

シ
幾
分
不
足
等
有
之
候
共
本
村
ハ
賦
役
其
他
ノ
方
法
ニ
ョ
リ
之
ヲ
補
充
シ

テ
エ
事
ヲ
完
成
セ
シ
ム
ベ
ク
候

右
村
会
ノ
決
議
ヲ
経
及
請
願
候
也
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昭
和
二
年
二
月

一
二
日

鎌
倉
郡
永
野
村
長
西
木
泰

一

神
奈
川
県
知
事
池
田
宏
殿

右
史
料
よ
り
、
鎌
倉
郡
永
野
村

（現
在
の
横
浜
市
港
南
区
芹
が
谷
）
村
議
会
で

は
議
決
を
経
て
、
ま
ず

「交
通
至
便
地
勢
極
メ
テ
閑
静

ニ
シ
テ
此
種
病
院
ニ
ハ

最
モ
適
当
ノ
位
置
卜
存
セ
ラ
レ
候
」
と
永
野
村
が
精
神
科
病
院
の
立
地
に
最
適

で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
次
に

「春
季
」
は

「農
閑
期
」
で
あ
る
か
ら

「
工

事

ハ
競
争
入
札
二
依
ラ
ズ
シ
テ
県
ノ
予
算
ヲ
以
テ
本
村

二
請
負
」
わ
せ
て
く
れ

と
主
張
し
、
反
対
ど
こ
ろ
か
病
院
建
設
と
い
う
公
共
工
事
を
誘
致
し
て
い
る
よ

う
に
と
れ
る
。
さ
ら
に
史
料
に
は
病
院
誘
致
の
意
思
が
見
て
取
れ
る
（８
）ｏ

永
発
第
三

一
人
号
ノ
二

本
村
土
地
上
地
ノ
件
許
可
申
請

左
記
本
村
有
土
地
本
県
立
精
神
病
院
敷
地
ト
シ
テ
上
地
仕
度
候
条
御
許
可

相
成
度
別
紙
村
会
議
決
書
、
知
事
許
可
書
謄
本
共
関
係
書
類
相
添
侯
此
段

申
請
候
也

昭
和
二
年

一
ｏ
月
七
日

鎌
倉
郡
永
野
村
長
西
木
泰

一

神
奈
川
県
知
事
池
田
宏
殿

何
と
村
長
名
で
知
事
宛
に
病
院
敷
地
の
提
供
を
申
し
出
た
の
で
あ
る
。
こ
の
誘

致
活
動
が
直
接
の
結
果
か
否
か
を
史
料
は
記
し
て
い
な
い
が
、
次
の
通
り
に
開

設
が
決
ま

っ
た
（９
）。

内
務
省
神
衛
第

一
五
五
号

神
奈
川
県

昭
和
二
年

一
〇
月
二
四
日
附
二
衛
発
第

一
〇
〇
四
号
申
請
其
ノ
県
精
神
病

院
設
計
及
収
容
人
員
二
関
ス
ル
件
認
可
ス

昭
和
二
年

一
一
月
二
人
日内

務
大
臣
　
鈴
木
喜
三
郎

「昭
和
二
年

一
〇
月
二
四
日
附
」
と
い
う
か
ら
永
野
村
か
ら
上
地
申
請
の
あ

っ

た
直
後
に
認
可
申
請
た
る

「衛
発
第

一
〇
〇
四
号
申
請
」
を
出
し
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。
そ
の
内
容

（当
時
の
起
案
文
書
）
は
次
の
通
り
で
あ
る
（１０
）。

衛
発
第

一
〇
〇
四
号
　
　
決
裁

一
〇
月
二
四
日

昭
和
二
年

一
ｏ
月
二
二
日
起
案

案

県
立
精
神
病
院
設
置
二
関
ス
ル
件
認
可
申
請
暴

二
大
正

一
五
年
九
月
八
日

内
務
省
神
衛
第

一
一
三
号
ヲ
以
テ
精
神
病
院
設
置
ノ
件
御
指
令
相
成
候
処

県
立
精
神
病
院
建
設
要
項
二
拠
り
夫
々
計
画
ヲ
樹
テ
位
置
設
計
及
其
ノ
収

容
人
員
ハ
左
記
ノ
通
二
有
之
候
条
右
設
置
二
対
シ
至
急
御
認
可
相
成
候
此

段
申
請
候
也

因
二
本
件
御
認
可
次
第
直
二
工
事
入
札
執
行
ノ
筈

二
有
之
候
而
シ
テ
精
神

病
院
敷
地
二
関
シ
テ
ハ
御
指
令
当
時
選
定
二
着
手
二
三
候
補
地
ヲ
物
色
セ

ル
モ
県
有
地
ニ
ハ
適
当
ノ
地
ナ
ク
且
ツ
民
有
地
二
於
テ
ハ
価
格
ノ
点
二
於

テ
何
レ
モ
遂
行
困
難
ナ
ル
事
情

二
遭
遇
シ
漸
ク
横
浜
市
隣
接
地
別
紙
図
面

位
置
私
有
地
ヲ
本
年
三
月
買
取
ヲ
了
シ
以
テ
敷
地
卜
為
シ
タ
ル
次
第

二
有

之
従
テ
設
置
認
可
申
請
今
日
二
至
り
候
二
付
申
添
候

昭
和
二
年

一
〇
月
二
四
日
　
　
　
知
事

内
務
大
臣
殿記

一
、
位
置
　
　
　
　
神
奈
川
県
鎌
倉
郡
永
野
村
永
谷
地
内

（横
浜
市
隣
接
地
自
動
車

ニ
テ

一
五
分
）

一
、
設
計
　
　
　
　
別
紙
新
築
工
事
実
施
内
訳
表
ノ
通
（分
割
図
四
二
葉
）

一
、
収
容
人
員
　
　
一
五
〇
人

一
、
初
度
調
弁
費
　
金
二
万
円

（備
品
、
消
耗
品
）

右
史
料
よ
り
、
幾
つ
か
病
院
の
候
補
地
が
あ

っ
た
も
の
の
、
当
時
の
横
浜
市
内

の
県
有
地
に
は
適
当
な
場
所
が
な
く
、
私
有
地
で
は
価
格
の
点
で
折
り
合
い
が

つ
か
ず
、
敷
地
確
保
が
困
難
で
あ

っ
た
と
説
明
し
て
い
る
。
そ
こ
で
隣
接
地
で

あ
る
鎌
倉
郡
の
私
有
地
を
買
い
取

っ
て
病
院
敷
地
と
し
た
の
で
手
続
き
が
遅
く

な

っ
た
と
あ
る
。
実
際
に
は
永
野
村
か
ら
の
積
極
的
な
誘
致
活
動
と
土
地
提
供

も
含
め
て
の
敷
地
確
保
で
あ

っ
た
が
、
と
も
か
く
昭
和
二
年

一
ｏ
月
二
四
日
、

鎌
倉
郡
永
野
村
永
谷
に
収
容
人
員

一
五
〇
人
の
病
院
設
置
が
決
定
し
た
の
で
あ

る
。
ま
た
病
院
の
名
称
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
に
決
ま

っ
た
（ｎ
）。
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昭
和
四
年

一
月

一
九
日
起
案
　
　
昭
和
四
年
二
月

一
日
決
裁

神
奈
川
県
告
示
第
二
人
号
二
月
五
日
広
報

精
神
病
患
者
収
容
ノ
為
メ
神
奈
川
県
鎌
倉
郡
永
野
村
字
永
谷

二
病
院
ヲ
設

置
シ
神
奈
川
県
立
芹
香
院
卜
称
ス

昭
和
四
年
二
月
五
日
　
知
事

開
設
時
の
芹
香
院

に

出を

開

一
万

一

す

い

し

ば

炊
導
場

の
他
の

ち

つ
け
る

あ
る
」
と
報
じ
て
い
る
（１２
）。
こ
れ
よ
り
、
診

療
開
始
が
昭
和
四
年
三
月

一
〇
日
で
敷
地
約

一
万
人
〇
〇
〇
坪
の
五
病
棟
、

一
五
〇
床
の
病
院
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
診
療
行

為
を
定
め
て
い
た
の
か
次
の
史
料
よ
り
見
て
み
た
い
（じ
ｏ

昭
和
四
年
三
月
七
日
起
案
　
　
昭
和
四
年
三
月
二
七
日
決
裁

神
奈
川
県
令
第
二
三
号
　
　
四
月
二
日
広
報

神
奈
川
県
立
芹
香
院
入
院
費
診
療
費
及
手
数
料
徴
収
規
程
左
ノ
通
之
ヲ
定

ム

昭
和
四
年
　
月
　
日
　
　
知
事

県
立
芹
香
院
入
院
費
診
療
費
及
手
数
料
徴
収
規
程

第

一
条
　
入
院
費
ハ
左
ノ
通
ト
ス

特
等

　
一
人

一
日
　
金
五
円

一
等
　
同
　
　
　
　
金
三
円

二
等
　
同

　

　

　

金
二
円

三
等
　
同

　

　

　

金

一
円

第
二
条
　
診
察
料
、
手
術
料
、
手
数
料
、
薬
価
等

ハ
左
ノ
通
ト
ス

一
、
診
察
料

（初
診
）　
　
　
　
　
　
金

一
円

一
、
手
術
料
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金
五
〇
銭
乃
至
金
五
円

一
、
血
清
其
他
特
殊
薬
品
注
射
料
　
　
金
三
円
以
上

一
、
手
数
料
　
死
亡
、
死
産
、
診
断
、
証
明
書
料
　
　
金

一
円

理
化
学
的
検
査
料
　
　
金
五
〇
銭
乃
至
金
五
円

一
、
処
方
箋
料
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
金

一
円

一
、
薬
価
　
　
水
薬
、
散
薬
、
丸
薬
等

一
日
分
　
金
三
〇
銭

頓
服
剤
　
一
剤
　
　
　
　
　
　
　
金
二
〇
銭

諸
外
用
薬
　
一
剤
　
　
　
　
　
　
金
三
〇
銭

但
シ
外
来
患
者
ノ
診
療

ハ
日
曜
、
祝
、
祭
日
ヲ
除
キ
毎
日
午
前

一
〇

時
ョ
リ
　
正
午
迄
ト
ス

第
二
条
　
患
者
及
各
扶
養
義
務
者
ノ
資
産
調
査
ノ
結
果
貧
困
者
卜
認
ム
ル

モ
ノ
ハ
各
費
用
ヲ
減
免
ス
ル
コ
ト
ワ
得

本
令

ハ
公
布
ノ
日
ヨ
リ
之
ヲ
施
行
シ
昭
和
四
年
三
月

一
〇
日
ョ
リ
之
ヲ

適
用
ス

開
設
当
時
の
特
徴
は
幾
つ
か
あ
る
が
、
ま
ず
特
等
か
ら
三
等
ま
で
の
全
四
等
級

の
差
額
ベ
ッ
ド
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
薬
価
を
は
じ
め
と
す
る
診
療
報

酬
を
県
で
設
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
で
は
二
年
に

一
度
、
厚
生
労

働
省
が
改
定
を
行
い
、
全
国

一
律
に
定
め
て
い
る
。
ま
た
、
「貧
困
卜
認
ム
ル

モ
ノ
ハ
各
費
用
ヲ
減
免
ス
ル
」
と
あ
る
よ
う
に
精
神
病
院
法
制
定
の
趣
旨
に
則

っ
て
貧
困
患
者

へ
の
軽
減
措
置
が
取
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
外
来
は
日
曜
と

祝
祭
日
を
除
く
週
六
日
の
午
前

一
ｏ
時
か
ら
正
午
ま
で
の

一
日
二
時
間
で
あ

っ

た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
病
院
は
精
神
科
単
科
の
病
院
で
あ
る
が
、
開

設
程
な
く
し
て
永
野
村
か
ら
次
の
よ
う
な
請
願
が
知
事

へ
寄
せ
ら
れ
る
（１４
）ｏ

永
発
第

一
人
七
号

県
立
芹
香
院
二
診
療
委
託
ノ
義
二
付
申
請

本
村
ハ
戸
数
僅
少
ニ
シ
テ
交
通
比
較
的
不
便
ナ
ル
為
従
来
村
内
二
医
師
及

看
護
婦
等
無
之
発
病
ノ
際

ハ
隣
村
若
ク
ハ
戸
塚
横
浜
方
面
ョ
リ
招
聘
シ
テ

診
療
ヲ
乞
フ
状
態
二
有
之
従
テ
医
療
ノ
完
全
ヲ
期
シ
難
ク
村
民
保
健
上
深

ク
考
慮
ヲ
要
ス
ル
コ
ト
ナ
レ
ド
モ
村
ノ
自
カ
ヲ
以
テ
シ
テ
ハ
如
何
ト
モ
施

七
五
五
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設
致
シ
難
ク
常
二
遺
憾
二
存
居
候
次
第

二
有
之
候

然
ル
ニ
今
回
精
神
病
者
診
療
ノ
為
県
二
於
テ
本
村
地
内

二
芹
香
院
ヲ
設
置

セ
ラ
レ
候
二
付
テ
ハ
本
村
居
住
民
二
限
り
収
容
患
者
治
療

二
支
障
ナ
キ
範

囲
二
於
テ

一
般
普
通
病
患
者
ヲ
治
療
ス
ル
ノ
便
宜
ヲ
与

ヘ
ラ
レ
候
様
致
度

条
理
二
於
テ
或

ハ
当
ヲ
得
サ
ル
ノ
嫌
ア
ル
ヤ
モ
難
計
候
得
共
情
状
御
洞
察

ノ
上
願
意
御
許
容
被
下
候
ハ
ヽ
本
村
民
保
健
衛
生
上
頗
ル
意
ヲ
強
ク
ス
ル

次
第

二
付
特
別
ノ
御
詮
議
ヲ
以
テ
診
療
委
託
ノ
義
御
許
容
相
成
此
段
申
請

候
也

昭
和
四
年
四
月
二
日

鎌
倉
郡
永
野
村
長
西
木
泰

一

神
奈
川
県
知
事
池
田
宏
殿

内
容
は
、
「交
通
比
較
的
不
便
」
の
た
め
、
医
師
や
看
護
師
が
村
内
に
お
ら
ず
、

村
民
が
発
病
し
た
際
に
は
戸
塚
や
横
浜
方
面
か
ら
医
師
を
呼
ば
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
。
し
か
し
、
こ
の
た
び
芹
香
院
が
で
き
た
の
で
、
（

‐精
神
疾
患
の
）

患
者
の
治
療
に
支
障
を
き
た
さ
な
い
範
囲
で
村
民
の

（精
神
科
以
外
）
の
治
療

も
し
て
ほ
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
前
出

「永
発
第
五
七
号
」
の
病
院
建
設
工

事
誘
致
に
お
い
て
は

「交
通
至
便
」
と
言

っ
て
お
き
な
が
ら
、本
史
料
で
は

「交

通
比
較
的
不
便
」
と
主
張
を
変
え
、
目
的
外
診
療
を
自
村
に
呼
び
込
も
う
と
す

る
意
思
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
精
神
病
院
法
の
趣
旨
に
な
じ
ま
な
い
請
願
を

さ
れ
て
も
所
詮
は
無
理
な
話
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
県
か
ら
許
諾
の
史
料

は
無
い
。お

わ
り
に

大
正
八
年
制
定
の
精
神
病
院
法
の
趣
旨
に
基
づ
き
、
神
奈
川
県
に
お
い
て
も

精
神
科
病
院
開
設
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
れ
は
精
神
疾
患
の
患
者
を
医
療
あ
る
い

は
治
療
の
対
象
と
み
な
し
、
福
祉
的
な
要
素
と
公
安
保
持
の
警
察
的
要
素
を
併

せ
持

っ
た
社
会
的
要
求
か
ら
成
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
内
務
省
の
命
を
受

け
、
開
設
を
急
ぐ
県
と
、
敬
遠
さ
れ
が
ち
な
精
神
科
病
院
を
あ
え
て
呼
び
込
む

こ
と
に
よ
っ
て
自
村
に
公
共
事
業
等
の
利
益
を
も
た
ら
そ
う
と
す
る
永
野
村
会

と
の
利
害
の

一
致
に
よ
っ
て
昭
和
四
年
に
鎌
倉
郡
永
野
村
に
神
奈
川
県
立
芹
香

院

（現
在
の
神
奈
川
県
立
精
神
医
療
セ
ン
タ
ー
芹
香
病
院
）
は
誕
生
し
た
の
で

あ
る
。
た
だ
、
村
会
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
利
益
誘
導
を
図

っ
た
の
は
私
利
私
欲

の
た
め
で
は
な
く
昭
和
の
不
況
な
ど
当
時
の
社
会
的
状
況
を
乗
り
切
る
た
め
の

手
段
で
は
な
か

っ
た
か
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
予
測
の
範
疇
を
出
て
い

な
い
の
で
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
確
実
な
こ
と
は
、
神
奈
川
県
の
精
神

医
療
行
政
は
こ
の
芹
香
院
開
設
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。

当
時
の
神
奈
川
県
衛
生
課
の
史
料
で
通
知
文
や
起
案
文
書
等
が
そ
の

ま
ま
簿
冊
に
な

っ
て
い
る
。
県
公
文
書
館
で
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
て

閲
覧
可
能
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‐

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
蔵

「芹
香
院
新
増
築
関
係
書
』
四
五
頁
。　
．

鈴
木
敦
子
著

『
あ
す
を
拓
く
―
芹
香
院

・
五
〇
年
の
精
神
医
療
』

四
〇
頁
。

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
蔵

『芹
香
院
新
増
築
関
係
書
』
四
四
頁
。

神
奈
川
県
議
会
事
務
局
編

『
神
奈
川
県
議
会
史
』
第
五
巻
、
昭
和

三
二
年
、
六
五
三
・六
五
六
頁
。

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
蔵

『芹
香
院
新
増
築
関
係
書
』
四
六
～
五
〇

頁
。神

奈
川
県
立
公
文
書
館
蔵

『芹
香
院
新
増
築
関
係
書
』

一
七
五
頁
。

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
蔵

『芹
香
院
新
増
築
関
係
書
』

一
七
四
頁
。

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
蔵

『芹
香
院
新
増
築
関
係
書
』
三
五
頁
。

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
蔵

『芹
香
院
新
増
築
関
係
書
』
三
六
～
三
人

頁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

榊
僚
謝
課
狂
霊
震
書
館
蔵

『芹
香
院
新
増
築
関
係
書
な

嘱
靴
領
い

い
ん‐‐

・

「
県
立
芹
香
病
院
」
と
な

っ
て
い
る
が
正
し
く
は

「
県
立
芹
香
院
」

で
ル
ビ

。
舟
際
名
ど

，
に
誤‐‐
記
で
あ
る
。
な
お
、
診
療
開
始
は
確
か
―こ‐‐

二
月

一
〇
日
で
あ
る
が
開
設
そ
の
も
の
は
三
月
六
■
で
あ
る
。

（６
）

（Ｘ
）９

）

（
１０
）

（２
）

（３
）

（４
）

（５
）

（
Ｈ
）

（
１２

）
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（１３
）

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
蔵

『芹
香
院
新
増
築
関
係
書
』
八

一
頁
。

（１４
）

神
奈
川
県
立
公
文
書
館
蔵

『芹
香
院
新
増
築
関
係
書
』
二
〇
九
頁
。

［付
記
］

本
稿
は
史
料
の
表
記
を
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
お
り
ま
す
。
よ

っ
て
、
当
時
の

表
現
に
基
づ
き
本
稿
は
作
成
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

】】】】】】】】“】】““”】】一】】一̈
【】】】一】一【】】】】一一一【】】“一一一】一一】】一“一̈
】】一一】“】一一一一一中一一】】】一一】】一】一】一】““一】】一̈
】】】一一一ｒ””

京
浜
歴
史
科
学
研
究
会
入
会
案
内

京
浜
歴
史
科
学
研
究
会
は
、
次
の
よ
う
な
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

◎

「
『神
奈
川
県
史
」
を
学
ぶ
会
」
―
毎
月

一
回
、
原
則
と
し
て
第

一
土
曜

日
の
午
後
に
、
以
下
の
学
習
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

①

「幕
末
開
港
編
」
で
は
、
横
須
賀
市
編

「新
横
須
賀
市
史
』
資
料

編
近
世
Ｉ
を
読
ん
で
い
ま
す
。

②

「大
正
。昭
和
編
」
で
は
、横
浜
開
港
資
料
館
編

『佐
久
間
権
蔵
日
記
』

第
五
巻
を
読
ん
で
い
ま
す
。

◎

『京
浜
歴
科
研
会
報
』
―
毎
月

一
回
発
行
し
て
、
会
員
に
お
送
り
し
て

い
ま
す
。
研
究
会
の
記
録
や
書
評
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

◎

『京
浜
歴
科
研
年
報
』
―
毎
年

一
回
発
行
し
て
、
会
員
に
お
送
り
し
て

い
ま
す
。
会
員
の
論
文
な
ど
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

◎

「歴
史
を
歩
く
会
」
―
年
二
回
、春
と
秋
の
日
曜
日
に
実
施
し
て
い
ま
す
。

◎

「集
中
研
究
会
」
―
年
二
回
、
春
と
夏
に
研
究
文
献
を
学
習
す
る
会
を

実
施
し
て
い
ま
す
。

京
浜
歴
史
科
学
研
究
会
は
、
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

御
入
会
下
さ
い
。
御
問
い
合
わ
せ
は
、
左
記
事
務
局
ま
で
御
願
い
し
ま
す
。

入
会
を
御
希
望
の
方
は
、
事
務
局

へ
申
し
込
ま
れ
る
か
、
左
記
郵
便
振
替

を
御
利
用
下
さ
い
。
年
会
費
は
、
三
〇
〇
〇
円
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

【連
絡
先
】

京
浜
歴
史
科
学
研
究
会
事
務
局

〒
二
三
二
―
○
○
〇
六

横
浜
市
港
南
区
芹
が
谷
五
・―
五
九
―

〓

一　
大
湖
賢

一
方

電
話
　
〇
四
五
―
八
二
五
・―
三
七
三
六

郵
便
振
替
口
座
　
○
〇
二
七
〇
―
八
―

一
五
五
三
五

“一コ一一一】】】一】】一̈
一一一】一】̈
一】】】】】】一】一̈
一一一】】】】一一】】一一一一一】】】一“̈
一一一一̈
一一一一一一一一一一】一一一一̈
一一一】一一一̈
一一一一一一一一̈
一一̈
一一「『〓

:‖ ‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖‖l‖ ‖‖‖‖‖‖‖‖i‖ ‖‖‖‖‖‖‖‖l‖ ‖‖:‖ ‖‖‖‖‖‖‖‖‖l‖ ‖‖‖‖l‖ ‖‖:‖ ‖‖‖l‖ ‖l‖ ‖‖‖L

1‖ llll::]1l11‖ ::111‖ llllll‖ lllilllilllll‖ lllilli‖ lll‖ illllil‖ lllllllil‖ llllllll‖ lllllll‖ llllllllll‖ 1lil11:‖ ‖lll‖ :‖ ::‖ 1

『京
浜
歴
科
研
年
報
』
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー

『京
浜
歴
科
研
年
報
』
第

一
九
号

〈
論

文
〉

『下
野
新
聞
』
の
関
東
大
震
災
報
道

―
第

一
四
師
団
の
動
向
を
中
心
と
し
て
―

〈
書

評
〉

滝
村
隆

一
著

『国
家
論
大
綱
第

一
巻
』
（上

。
下
）

藤
木
久
志
著

「刀
狩
り
―
武
器
を
封
印
し
た
民
衆
―
』

伊
東
富
昭

（
二
〇
〇
七
年
二
月

一
日
発
行
）

内
田
修
道

青
山
文
久

大
湖
賢

一

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

修
身
教
科
書
批
判
と
野
村
靖

_46-




